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はじめに 
 
  非正規労働者の権利実現全国会議札幌集会実行委員会（後掲参照）は、札幌市

（以下「市」と略称することがある）が、公契約条例を制定する方針であること

につき高く評価し、制定を予定している公契約条例に関する素案について基本的

に賛意を表すとともに、同公契約条例をより良いものとするために、以下のとお

り意見を述べる。 
 
第１ 条例制定の背景、必要性について 
 １ 素案の概要 
   市は、公契約条例制定の背景及び必要性について、長引く不況や財政状況

の悪化によって、全国的にも公共投資が減少し、業者間の競争が一層激しく

なることにより低価格入札（ダンピング）が多く見受けられるとしている。 
   そのため、受注者及び下請業者においては、人件費について削減を迫られ、

その結果、賃金が低下するなど労働環境が悪化しつつあるとしている。 
   札幌市によれば一般会計建設事業費は２００１年の１５６０億円から２０

１１年には７３６億４８００万円とこの１０年間で約５０％に減少し、工事

登録者数も２００１年の３１９７から２０１１年には２１４２にと、やはり

１０年間で約３０%減少している。建設市場が縮小することにより、いわゆ

るパイの奪い合いが激化した結果、落札率の下落が生じており、２００２年

の平均落札率９４％が一般競争入札の拡大もあって２００９年には８４．
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５％にまで下落したと説明されている。そして、このような低価格競争のも

とで、労務単価の長期下落が生じており、札幌市においても、２００１年の

１８,３００円が２０１１年には１４,５００円となり、１０年間で２０％も

下落していると説明されている。 
   これらによって、労働者の労働意欲の低下が懸念され、ひいては事業の品

質の低下を招くおそれがあり、低賃金によって、技能や経験を有する人材の

確保や育成が困難となるおそれがあること、事業の継続や地域経済の健全な

発展が阻害されることが危惧されるとしている。 
   このことから、税金を原資としている市の発注する事業については、労働

者の適正な労働環境を図っていくことが必要となっており、受注者等が労働

者に一定額以上の賃金を支払い、労働者の適正な労働環境を確保することを

通じて、事業の品質の確保を図り、誰もが安心して暮らせる地域社会の実現

に資するため、（仮称）札幌市公契約条例を制定するとしている。 
２ 意見 

  市が指摘する公契約条例の背景及び必要性については賛同する。 
  

第２ 条例素案について 
 １ 条例の目的と「公契約」について 
（１）素案の概要 

素案は条例の目的を、「市が発注する工事、業務委託等について、市及び市

の契約の相手方となる事業者の責務を明らかにし、公契約に係る基本的な事

項を定めることにより、従事する労働者の適正な労働環境の確保を図り、そ

れを通じて事業の品質を確保し、もって、誰もが安心して働き、暮らすこと

ができる地域社会の実現に寄与すること。」としている。 
また、「公契約」については、市が当事者となる、①工事に係る請負契約

その他の請負契約、②清掃、警備等に係る委託契約と定義している。 
 （２）意見 
   条例の目的については賛成であるが、「従事する労働者の適正な労働環境

の確保」については、「従事する労働者の適正な労働条件の確保」とすべきで

ある。また、「公契約」については、上記①及び②の契約に限定されるもので

はなく、市が発注し、業務対価を支払う請負、業務委託、委任、売買その他

の契約等と広く規定すべきである。 
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 ２ 市及び公契約の相手方等の責務について 
（１） 素案の概要 
   素案は、①市の責務として、入札及び契約における透明性、競争性及び

公平性に留意し、公契約に係る施策を実施しなければならない、②公契約

の相手方の責務として、公契約に係る市の施策への協力、労働者の適正な

労働環境の確保、事業の品質の確保を挙げている。 
（２） 意見  
   市の責務については、入札、契約並びに指定管理者の指定にあたり、業

務に従事する労働者への公正な賃金・公正な労働条件が確保されているこ

とを挙げるべきである。 
   また、公契約の相手方の責務については、建設業法及び下請代金支払遅

延等防止法の遵守を規定し、下請者に適正な請負額を確保させる義務を規

定すべきである（野田市公契約条例第 8 条 2 項参照）。 
業務委託契約、指定管理者制度においては、契約期間、指定期間の短期

化によって生じる雇用の不安定化を防止し、労働者の雇用の安定と業務の

質及び継続性の確保を図る必要がある。その観点から、公契約の相手方の

責務として従事労働者等の継続雇用の確保に向けた措置を講ずべき義務

を規定すべきである。また、受注者、指定管理者についても、従事労働者

を継続して雇用すべき努力義務を課すべきである（改正野田市公契約条例

第 16 条 2 項、3 項参照）。 
 
３ 公契約のうち、労働者に一定額以上の作業報酬が支払われるべきものの範

囲について 
（１）素案の概要 

素案は、公契約のうち、労働者に一定額以上の作業報酬が支払われるべ

きものの範囲について、①予定価格が５億円以上（プラント工事について

は２億円以上）の工事請負契約、②予定価格一千万円以上の施設清掃、施

設警備（機械警備は除く）、設備運転監視業務に該当する業務委託契約を

対象としている。 
（２）意見 

札幌市の工事請負高において予定価格が５億円以上の工事請負契約の
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契約金額に占める割合は平成２２年度の実績で約２２％であり、業務委託

契約については同約７１％であるとされる。市は、①工事請負契約につい

て、市が発注する工事件数は年間約２,０００件あり、②業務委託契約に

ついても、１００万円以上で年間約３,０００件以上あるが、全ての契約

について労働者の賃金を確認することは困難であることから、条例の実効

性の確保を図るために、より多くの労働者や下請業者を対象とすることが

できる大規模工事や比較的規模の大きい契約を対象とすると説明してい

る。また、工事請負契約の予定価格金額は低入札価格調査制度の対象工事

を参考して定めたとしている。 
しかし、工事請負契約については、契約金額に占める割合２２％では不

十分ではないかと考えられる。 
ちなみに野田市は、当初、１億円以上とした工事等の請負契約を、２０

１１年９月に５０００万円以上に改正している。 
     業務委託契約については、その範囲を予定価格一千万円以上の施設清掃、

施設警備（機械警備は除く）、設備運転監視業務に限定している。市はそ

の理由を明らかにしていないが、上記業務については建築保全業務労務単

価という客観的基準があることが一つの理由となっていると推測される。

しかし、業務委託契約の作業報酬下限額の基準については、建築保全業務

単価を基準としさらに生活保護基準その他を勘案して決定するとしてい

ること、また、指定管理者においては、市の現業職員の初任給を基準とし、

生活保護基準その他の事情を勘案して決定するとしているのであるから、

業務委託契約の範囲を上記業務に限定するのは相当でない。業務の性質等

から賃金の低下が懸念される業種については、調査の上で公契約条例の対

象とすべきである。  
 
４ 労働者の範囲について 

 （１）素案の概要 
         素案は、①工事請負契約については、労働基準法第９条に規定する労働

者及び自らが提供する労務の対償を得るために請負契約により作業に従事

する者、いわゆる「一人親方」、②業務委託契約については、労働基準法第

９条に規定する労働者で、当該業務委託契約に従事する者としている。 
（２）意見 
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        素案が、工事請負契約についていわゆる「一人親方」も対象としている

点は評価される。 
しかしながら、近時、労働基準法や社会保障（年金保険、社会保険、雇

用保険）における労働者保護制度の回避を意図して、工事請負契約のみな

らず、役務サービス等の業務委託契約においても、請負契約によるものが

広がってきている。このような状況に鑑みると、工事請負契約についてだ

け、「一人親方」を対象とするのではなく、業務委託契約についても工事請

負契約と同様、いわゆる請負契約にもとづく「一人親方」も含めるべきで

ある。 
    
５ 設定する作業報酬の下限額について 
（１）素案の概要 

    ①工事請負契約については、農林水産省及び国土交通省において公共工

事の積算に用いるために毎年度決定している公共工事設計労務単価、②業

務請負契約については、国土交通省において建築保全業務を委託する際に

積算に用いるために毎年度決定している建築保全業務労務単価を基準とし、

さらに生活保護基準その他の事情を勘案し、学識経験者などからなる審議

会の意見を聴いた上で決定するとしている。 
（２）意見 

    市は、公共工事設計労務単価、建築保全業務労務単価をそれぞれ基準と

する理由として、作業報酬下減額は、客観的で合理的な水準でなければ

ならないことを挙げている。 
     公契約条例が規制する適正賃金は、「労働者の人たるに値する生活」

（労働基準法第１条）をおくることができる賃金でなければならないの

であるから、市が上記設計労務単価を基準とし、さらに生活保護基準そ

の他を勘案して決定しなければならないとするのは相当である。 
     もっとも、同設計労務単価の現実的機能については十分留意しなけれ

ばならない。というのは確かに、上記設計労務単価は、毎年、公共工事

に従事する労働者の県別賃金を職種ごとに調査し、その調査結果に基づ

いて公共工事の積算に用いるものであって、一応の客観性、合理性を有

していると言える。しかし、上記設計労務単価そのものが下落している

状況下のもとでは、現実には賃金も下がらざるを得ない状況が生まれて
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いることを考慮しなければならない。現に、公共工事設計労務単価の北

海道平均は２００１年の１８,３００円から２０１１年には１４,５００

円と１０年間で約２０％も下落しているのである。 
ところで、作業報酬下減額について、野田市では設計労務単価の８０％、

川崎市においては平均落札率をもとに９０％としている。他方、条例化

を目指している国分寺市は、設計労務単価の１００％を作業報酬下減額

とする方針を発表している。公契約条例のもとでの適正賃金の意義に照

らし、札幌市においても発注者が自ら積算した設計労務単価を作業報酬

下減額とすべきである。 
   
６ 条例の実効性の確保について 
（１）素案の概要 

素案は、条例の実効性の確保のために、①賃金等に関する報告書の提出、

②労働者からの申出、③作業報酬額の支払状況等の調査、④条例違反の場

合の措置として、受注者への是正を求める、受注者は作業報酬支払などの

措置を講じて市に報告する、受注者が是正措置を講じなかった場合等には、 
業者名簿の公表や契約の解除、参加停止などを行うことができるとして

いる。 
  （２）意見 

   素案では、条例の実効性の確保は、受注者ばかりでなく下請業者を含む

受注関係者に対して確保されなければならないとの認識に立つ。その意味

で、市が下請業者についても、報告書の提出、立入調査等を行うとしてい

ることは評価できる。 
   しかし、実効性の一層の確保のためには、下請業者に対しても受注者と

同様の履行の確保、条例違反の場合の措置を規定すべきである。 
さらに上記に加え、①労働者への周知（野田市条例第７条１項参照）、

②受注者の連帯責任（同市条例第７条 2 項参照）を規定すべきである。 
     
７ 指定管理者について 
（１）素案の概要 
   指定管理者と締結する協定においては、一定額以上の作業報酬を労働者

に支払わなければならないことを定め、指定管理者に雇用される労働者を
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対象とする。設定する作業報酬下限度額については、市の現業職員の初任

給を基準とし、生活保護基準その他の事情を勘案し、学識経験者などから

なる審議会の意見を聞いたうえで決定する。指定管理者が発注する施設の

管理に係る業務委託のうち、一定の業務（施設清掃、機械警備を除く施設

警備、設備運転監視）については作業報酬下限額を設定する。 
（２）意見 

    指定管理者制度については、その指定については契約ではなく行政処分

であると解されているが、市が川崎市と同様、公契約条例の対象としたこ

とは、指定管理制度の事実上の競争入札状態、指定期間の短期間によって

もたらされている賃金の低下、非正規化、雇用の不安定化など労働者のワ

ーキンブプアーの進行を是正するものとして評価できる。 
    指定管理者に雇用される労働者の作業報酬下限度額について、市の現業

職員の初任給（８８４円／時）を基準とし、生活保護基準その他の事情を

勘案して決定するということについても一応の評価ができる。 
    しかし、指定管理者が発注する施設の管理に係る業務委託の一部の業務

についてだけ作業報酬下減額を設定することは妥当でない。市は、その理

由を明らかにしていないが、上記業務については、作業報酬下減額の基準

となる建築保全業務労務単価があることが主な理由ではないかと推測され

る。 
    また、指定管理者に雇用される労働者を対象としているが、業務委託契

約と同様、いわゆる「一人親方」も対象とすべきである。 
   
８ 審議会について 
（１）素案の概要 

 審議会については、作業報酬下減額を設定する際に意見を聴くことなど 
を目的に設置することとし、その委員構成などについては、委員について 
は、学識経験者のほか、労働者及び使用者の関係者などを委員として構成 
し、委員の構成人数は７人以内とし、任期は２年とする。 

（２）意見 
    審議会に、労働者及び使用者の関係者などを委員することは、適正賃金

の設定にあたって不可欠である。また、労働者及び使用者の関係者の選任

にあたっては、労働者及び使用者の代表者としてふさわしい者を公正な観
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点から選任する必要があることは言うまでもないことである。 
 

９ 施行について 
 （１）素案の概要 
    条例の趣旨や手続きなどを事業者に周知することや、作業報酬下減  

額を決定するために審議会の意見を聴くことが必要であることから、制定

から一定期間経過後に施行する。 
（２）意見 
      特に意見はない。    
 
１０ その他 

 
 
 非正規労働者の権利実現全国会議（略称「非正規全国会議」）について 

２００９（平成２１）年１０月６日、西谷敏（大阪市立大学名誉教授）、宇都宮

健児（弁護士、現日本弁護士連合会会長）らの労働法学者、労働問題に関与する

弁護士を呼びかけ人として、非正規労働者の権利の実現を支援し、権利拡充を根

本的に図るための研究と交流を進める全国会議として結成された任意の団体であ

る。 
非正規全国会議は、この間、全国各地で集会を開催してきたが、本年９月１７

日（土）、札幌弁護士会、札幌地区連合、札幌地区労連、日本労働弁護団北海道ブ

ロック、反貧困ネット北海道、ＳＯＳネット北海道の後援を得て、「『公契約条例』

と非正規労働者の権利実現」をメインテーマとして札幌で集会を開催した。札幌

集会では、札幌市財政局理事の新谷光人氏から札幌市の公契約条例構想について

講演をしていただき、公契約条例について理解を深めることができた。 
 


